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(57)【要約】
【課題】中枠の縦枠と施錠装置の基枠体とが兼用される
施錠装置において、針金などの不正器具による不正解錠
を防止することができるパチンコ機の施錠装置を提供す
る。
【解決手段】この施錠装置は、パチンコ機の中枠４１の
縦枠部分と施錠装置の基枠体１とが兼用されて中枠４１
に取り付けられる。基枠体１に摺動可能に取り付けられ
た中枠施錠杆１０及びガラス枠施錠杆２０が、シリンダ
錠７の錠軸のカム部材８に係合可能とされる。中枠施錠
杆１０の鉤部１１，１２が本体枠側の受け部に係止され
、ガラス枠施錠杆２０の鉤部がガラス枠側の係止部に係
止される。基枠体１は、正面側から背面側に向って、平
面コ字状部２、平面Ｉ字状部３及び平面Ｌ字状部４を連
設した形状に形成される。基枠体１の平面Ｉ字状部３の
内側面３ａに、中枠施錠杆１０及びガラス枠施錠杆２０
が摺動可能に取り付けられる。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　パチンコ機の中枠の縦枠部分と施錠装置の基枠体とが兼用されて該中枠に取り付けられ
、該基枠体にシリンダ錠が取り付けられると共に、該シリンダ錠の錠軸にカム部材が固定
され、該基枠体に摺動可能に取り付けられた中枠施錠杆及びガラス枠施錠杆が該カム部材
に係合可能とされ、該中枠施錠杆の鉤部が本体枠側の受け部に係止され、該ガラス枠施錠
杆の鉤部がガラス枠側の係止部に係止されて施錠されるパチンコ機の施錠装置において、
　該基枠体が、正面側から背面側に向って、平面コ字状部、平面Ｉ字状部及び平面Ｌ字状
部を連設した形状に形成され、該基枠体の該平面Ｉ字状部の内側面に該中枠施錠杆及びガ
ラス枠施錠杆が摺動可能に取り付けられたことを特徴とするパチンコ機の施錠装置。
【請求項２】
　前記基枠体が帯板状の金属板をプレス加工により曲折して形成されたことを特徴とする
請求項１のパチンコ機の施錠装置。
【請求項３】
　前記基枠体の平面Ｉ字状部と平面Ｌ字状部が連設された角部近傍に、開口部が形成され
、該平面Ｉ字状部の内側面に配置された前記中枠施錠杆の鉤部が該開口部から背面側に突
き出すように配設されたことを特徴とする請求項１のパチンコ機の施錠装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パチンコ機の中枠に、中枠の縦枠と基枠体を兼用して取り付けられ、中枠を
本体枠に対し施錠するパチンコ機の施錠装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　パチンコ機の中枠（前面枠）は、本体枠の前面に、ヒンジを介して開閉可能に装着され
、さらに中枠の前面にガラス枠が開閉可能に装着される。中枠は、通常、合板などの木材
を使用して形成されているが、近年、金属枠により長方形の枠状に形成されたものも知ら
れている。
【０００３】
　この種の金属枠で形成される中枠は、長方形の各辺部つまり上辺部、下辺部、左右辺部
が、各々枠体として形成され、各枠体の両端部が角部で直角に突き合わせ連結固定されて
、長方形の枠状に形成される。
【０００４】
　一方、この中枠を本体枠に対し施錠する場合、その施錠装置は中枠の自由端側（反ヒン
ジ側）の内側端部に、縦に固定され、本体枠の内側に受け金具が設けられるところ、従来
、この種の施錠装置として、中枠の自由端側の右側枠部と施錠装置の基枠体とが兼用され
、中枠の右側枠部となる基枠体に、シリンダ錠、中枠施錠杆、ガラス枠施錠杆を取り付け
た構造の施錠装置が、下記特許文献１により提案されている。
【特許文献１】特開２００７－１１７２９２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　この種の従来の施錠装置は、中枠の自由端側の右側枠部と施錠装置の基枠体とを兼用す
ることにより、完全に別個に形成された施錠装置を中枠の内側に取り付けた場合より、中
枠内のスペースを広くして、中枠内における遊技盤や各種電気機器などの収納スペースを
広く確保できるようにしたものであるところ、中枠施錠杆及びガラス枠施錠杆には、鉤部
が一体に形成され、中枠またはガラス枠の閉鎖時、中枠施錠杆またはガラス枠施錠杆が摺
動しながら、その鉤部が本体枠側の受け金具に係止されて施錠される。
【０００６】
　しかし、この中枠施錠杆及びガラス枠施錠杆は、右側枠部となる基枠体の外側面に露出
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して取り付けられている。また、パチンコ機の中枠は、正面視で左側の左側枠部がヒンジ
を介して本体枠に取り付けられ、中枠の自由端側は右側枠部の外側面となっている。
【０００７】
　さらに、中枠は本体枠に対し開閉可能に装着されるため、その自由端側の右側枠部の外
側面と本体枠との間に、僅かであるが、隙間が必然的に生じる。この本体枠と中枠の右側
枠部間の隙間は、この種の枠部基枠体形の施錠装置における基枠体の外側面に配設された
中枠施錠杆及びガラス枠施錠杆に近く、その間に何ら障壁や壁部は設けられない。
【０００８】
　このため、不正解錠を目的として、針金などの不正器具を、本体枠と中枠の自由端側の
右側枠部間の隙間に差し込んだ場合、不正器具が容易に中枠施錠杆やガラス枠施錠杆に到
達し、不正な解錠行為が行なわれる可能性があった。
【０００９】
　本発明は、上記の課題を解決するために、中枠の縦枠と施錠装置の基枠体とが兼用され
る施錠装置において、針金などの不正器具による不正解錠を防止することができるパチン
コ機の施錠装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記の目的を達成するために、本発明の請求項１のパチンコ機の施錠装置は、パチンコ
機の中枠の縦枠部分と施錠装置の基枠体とが兼用されて該中枠に取り付けられ、該基枠体
にシリンダ錠が取り付けられると共に、該シリンダ錠の錠軸にカム部材が固定され、該基
枠体に摺動可能に取り付けられた中枠施錠杆及びガラス枠施錠杆が該カム部材に係合可能
とされ、該中枠施錠杆の鉤部が本体枠側の受け部に係止され、該ガラス枠施錠杆の鉤部が
ガラス枠側の係止部に係止されて施錠するパチンコ機の施錠装置において、該基枠体が、
正面側から背面側に向って、平面コ字状部、平面Ｉ字状部及び平面Ｌ字状部を連設した形
状に形成され、該基枠体の該平面Ｉ字状部の内側面に該中枠施錠杆及びガラス枠施錠杆が
摺動可能に取り付けられたことを特徴とする。
【００１１】
　この発明の施錠装置によれば、例えばパチンコ機の中枠の左端にヒンジが取り付けられ
、中枠の右端が自由端となる場合、中枠の右側の縦枠部分と兼用して施錠装置の基枠体が
中枠の右側辺部に取り付けられて使用されるが、施錠機構の要となる中枠施錠杆及びガラ
ス枠施錠杆が、基枠体の平面Ｉ字状部の内側面に装着され、外側に対して基枠体の平面Ｉ
字状部などが壁となって覆われる。このため、施錠した状態で、本体枠と中枠の右端自由
端側の隙間、或いは中枠とガラス枠の右端自由端側の隙間から、不正解錠を狙って針金な
どの不正器具を差し込まれたとしても、基枠体の平面Ｉ字状部などが壁となって、不正器
具が施錠機構の中枠施錠杆、ガラス枠施錠杆などに到達せず、不正解錠を防止することが
できる。
【００１２】
　本発明の請求項２の施錠装置は、上記請求項１のパチンコ機の施錠装置において、上記
基枠体が帯板状の金属板をプレス加工により曲折して形成されたことを特徴とする。
【００１３】
　この発明によれば、基枠体が、従来使用された中空の空間部を設けた引き抜き材の枠体
ではなく、金属板をプレス加工して、平面コ字状部、平面Ｉ字状部及び平面Ｌ字状部を連
設して形成されるため、充分な曲げ強度を有した基枠体を低い製造コストで製造すること
ができ、施錠装置全体の製造コストも低減することができる。
【００１４】
　本発明の請求項３の施錠装置は、上記請求項１のパチンコ機の施錠装置において、上記
基枠体の平面Ｉ字状部と平面Ｌ字状部の連設角部近傍に、開口部が形成され、該平面Ｉ字
状部の内側面に配置された上記中枠施錠杆の鉤部が該開口部から背面側に突き出すように
配設されることを特徴とする。
【００１５】
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　この発明によれば、中枠施錠杆の施錠・解錠動作を安定して確保しつつ、基枠体の正面
横幅を、従来の基枠体の横幅に比べ、縮小して薄形に形成することができる。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明のパチンコ機の施錠装置によれば、中枠の縦枠と施錠装置の基枠体とが兼用され
る施錠装置において、基枠体の平面Ｉ字状部の内側面に、中枠施錠杆及びガラス枠施錠杆
が摺動可能に取り付けられるので、基枠体の平面Ｉ字状部などが、外側から差し込まれる
針金などの不正器具に対し有効な壁部として作用し、針金などによる不正解錠を防止する
ことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下、本発明の実施例を図面に基づいて説明する。図１はパチンコ機用の施錠装置の正
面図を、図２はその左側面図を、図３はその右側面図を、図４はその背面図を各々示して
いる。また、図６－図８は施錠装置の分解図を示し、図９は施錠装置の取付フレームを構
成する基枠体１の各面図を示している。
【００１８】
　図９に示すように、施錠装置の取付フレームを構成する基枠体１は、縦長で帯状の金属
板をプレス加工により、段部を設けた平板枠状に曲折し、所定箇所に開口部などを打抜き
、形成される。具体的には、図１０の拡大平面図に示すように、この基枠体１は、正面側
に平面コ字状部２が形成され、その平面コ字状部２の後に連続して平面Ｉ字状部３が形成
され、さらにその平面Ｉ字状部３の後方背面側に連続して平面Ｌ字状部４が形成されてい
る。
【００１９】
　この施錠装置の基枠体１は、中枠の右側の縦枠と兼用して使用されるもので、図１０に
示すように、平面コ字状部２の角部、平面Ｌ字状部４の角部及びそれらに連続する平面Ｉ
字状部３との連接部が直角の角部として形成され、その幅方向にそれら５個の角部が形成
されることから、長手方向に対し充分な曲げ強度を持たせている。このような基枠体１は
、金属板をプレス加工により折曲・裁断・打抜き加工するのみで製作することが可能であ
り、従来のように、金属材料の引き抜き加工により中空部を設けて成形していた場合に比
べ、低コストで製造することができる。
【００２０】
　また、図１０に示すように、この基枠体１は、その正面視での横幅Ｗの長さと奥行幅Ｌ
の長さが、約１対３．５に形成され、従来の施錠装置における基枠体に比べ、奥行幅Ｌに
対する横幅Ｗの長さが短く、偏平で薄形に形成されている。図１、図４、図５に示すよう
に、基枠体１には、内側に突き出すように、取付ブラケット６を介してシリンダ錠７が取
り付けられるが、取付ブラケット６を固定する箇所はその内側の一部であり、後述の中枠
施錠杆１０、ガラス枠施錠杆２０などは基枠体１の平面Ｉ字状部３の内側に配設されるた
め、装置全体としても、薄型に構成することができる。
【００２１】
　取付ブラケット６は、図６－図８に示すように、基枠体１の平面コ字状部２の内側面か
ら平面Ｉ字状部３の内側面にかけて取り付けられ、基枠体１の内側面に突き出すように固
定される。取付ブラケット６には、シリンダ錠７を挿入するための開口孔を設けそのフラ
ンジ７ｂを固定する取付部を、図７に示すように、正面視で基枠体１の左側つまり内側に
形成している。
【００２２】
　シリンダ錠７は、取付ブラケット６の取付部の背面側からその外筒部を前方に突き出す
ように挿入され、そのフランジ７ｂを取付部の背面側に当てて固定される。図６、図８に
示すように、シリンダ錠７の錠軸７ａにはカム部材８が固定される。カム部材８には第１
係合部８ａと第２係合部８ｂが設けられ、キーをシリンダ錠７に差し込み、右に回したと
き、図４の反時計方向にカム部材８が回動し、その第１係合部８ａが中枠施錠杆１０の係



(5) JP 2010-35918 A 2010.2.18

10

20

30

40

50

合部１３に係合し、それを下方に摺動させるようになっている。一方、キーをシリンダ錠
７に差し込み、左に回したときには、図４の時計方向にカム部材８が回動し、その第２係
合部８ｂがガラス枠施錠杆２０の係合部２３に係合し、それを上方に摺動させる。
【００２３】
　また、基枠体１の平面Ｌ字状部４と平面Ｉ字状部３が連接する角部の上部と下部に、図
９に示す如く、中枠施錠杆１０の鉤部１１，１２を後方に突き出すための、スリット状の
開口部１ａ、１ｂが形成され、さらに、同角部の中間部下寄りに、ロック解除部材３１の
ための開口部１ｃが形成され、また、同角部のロック解除部材３１の上方に、ロック部材
３０の押圧部を後方背面側に突き出すための開口部１ｄが形成されている。
【００２４】
　図６に示すように、基枠体１の平面Ｉ字状部３の内側面３ａに、中枠施錠杆１０とガラ
ス枠施錠杆２０のガイド部が形成される。この内側面３ａのガイド部は平坦に形成され、
その上下方向に沿って、中枠施錠杆１０とガラス枠施錠杆２０が複数のガイドピンとガイ
ド孔を介して上下摺動可能に装着される。
【００２５】
　中枠施錠杆１０は、図６－図８に示すように、帯板の上部と下部に鉤部１１，１２を背
面側に突出して形成される。中枠施錠杆１０の中間部下寄り（シリンダ錠７のカム部材８
に対向した位置）に、係合部１３が長孔の縁部として設けられ、上記のように、カム部材
８の第１係合部８ａが係合可能である。また、図６に示す如く、その係合部１３の上方に
、ロック解除部材３１が枢軸３１ａにより回動可能に枢支される。このロック解除部材３
１は、中枠施錠杆１０の施錠時に中枠施錠杆１０をロックする一方、キーによるシリンダ
錠７の解錠操作時にはカム部材８の回動により、そのロックを解除して中枠施錠杆１０を
解錠方向に摺動させるようになっている。
【００２６】
　そのために、ロック解除部材３１には、後述のロック部材３０の係止部３０ａに係止さ
れて中枠施錠杆１０の移動をロックする係止部３１ｂと、カム部材８の第１係合部８ａに
係合して、ロック解除部材３１を傾動させ、ロックを解除するための、傾斜部３１ｃが設
けられている。
【００２７】
　中枠施錠杆１０には、その上部、中間部、下部にガイド孔１４、１５，１６が形成され
、それらのガイド孔１４、１５，１６には後述のガイドピン２７，２８，２９が挿通され
、中枠施錠杆１０が上下に所定の範囲内で上下摺動するようにガイドされる。また、中枠
施錠杆１０の下部には、後述の解錠保持部材３２の係止部３２ａが嵌入することにより、
中枠施錠杆１０を解錠状態に保持するための凹状の係止部１７が設けられる。
【００２８】
　解錠保持部材３２は、シリンダ錠７を操作して解錠操作されたとき、中枠施錠杆１０を
解錠状態に保持するための部材であり、基枠体１の下部の平面Ｉ字状部３における内側面
３ａに、ガイドピン２９によって傾動可能に枢支される。解錠保持部材３２には係止部３
２ａと押圧部３２ｂが設けられ、シリンダ錠７を操作してカム部材８により中枠施錠杆１
０を下に摺動させたとき、係止部３２ａが中枠施錠杆１０の係止部１７に嵌合して、中枠
施錠杆１０を解錠状態に保持する。
【００２９】
　このために、解錠保持部材３２にはばね部材（コイルばね）１８がガラス枠施錠杆２０
との間に掛け渡され、係止部３２ａを係止させる側に解錠保持部材３２を付勢している。
また、解錠保持部材３２に設けられた押圧部３２ｂは、開口部１ｂから背面側に突き出し
可能であり、中枠４１を本体枠４０側に閉じたとき、受け部４３の一部が押圧部３２ｂに
当たって解錠保持部材３２が傾動し、これにより、その係止部３２ａが中枠施錠杆１０の
係止部１７から外れ、中枠施錠杆１０はばね部材１９の付勢力により上昇し、施錠状態と
なるようになっている。
【００３０】
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　ロック部材３０は、ロック解除部材３１と協働して、中枠施錠杆１０を施錠時にロック
して針金などの不正器具による不正解錠を防止する部材であり、図６に示すように、基枠
体１の下部の平面Ｉ字状部における内側面３ａ（解錠保持部材３２の上方位置）に、ガイ
ドピン２８によって傾動可能に枢支される。ロック部材３０には、その下部に突起状の係
止部３０ａが設けられ、中枠４１が閉じられて施錠状態となったとき、中枠施錠杆１０に
取り付けられたロック解除部材３１の係止部３１ｂに、突起状の係止部３０ａを係止させ
、中枠施錠杆１０の摺動をロックするようになっている。
【００３１】
　ロック部材３０の背面側に突設された押圧部３０ｂは、通常時、開口部１ｄから基枠体
１の背面側に突き出し、中枠４１が閉じられて本体枠４０側の一部が押圧部３０ｂを押圧
したとき、ロック部材３０が図１４のように、僅かに時計方向に回動し、その係止部３０
ａを中枠施錠杆１０に取り付けられたロック解除部材３１の係止部３１ｂに係止させるよ
うになっている。
【００３２】
　このロック部材３０と中枠施錠杆１０のロック解除部材３１間には、ばね部材（コイル
ばね）１９が掛けられ、このばね部材１９によりロック部材３０はその押圧部３０ｂを背
面側に突き出すように付勢され、中枠施錠杆１０はロック解除部材３１を介してこのばね
部材１９により施錠側である上方に付勢される。
【００３３】
　ガラス枠施錠杆２０は、中枠施錠杆１０と同様に基枠体１の平面Ｉ字状部３の内側面３
ａに沿って所定の範囲で上下摺動可能に装着される。ガラス枠施錠杆２０は、図６に示す
ように、３本のガイドピン２７，２８，２９とガイド孔２０ａ、２０ｂ、２０ｃを介して
上下摺動可能に装着される。
【００３４】
　ガラス枠施錠杆２０には、図６－図８に示すように、帯板の上部、中間部、下部に鉤部
２１，２２，２３が背面側に突出して形成される。ガラス枠施錠杆２０の中間部下寄り（
シリンダ錠７のカム部材８と対向する位置）に、係合部２４が長孔の縁部として設けられ
、シリンダ錠７の錠軸７ａを左側（図４の時計方向）に回したとき、カム部材８の第２係
合部８ｂが係合部２４に係合し、ガラス枠施錠杆２０は上に持ち上げられるように上昇し
、３個の鉤部２１，２２，２３による施錠が解除されるようになっている。
【００３５】
　ガラス枠施錠杆２０と解錠保持部材３２間には、ばね部材（コイルばね）１８が掛けら
れ、このばね部材１８によりガラス枠施錠杆２０は下方（施錠側）に付勢されているため
、解錠時には、カム部材８の回動により、ばね部材１８によるばね力に抗してガラス枠施
錠杆２０が上方に摺動する。ガラス枠施錠杆２０の下端部には、中枠を開いた状態で、手
動により解錠操作するための操作レバー２５が設けられている。
【００３６】
　このように構成された施錠装置は、図１１に示すように、基枠体１が、パチンコ機にお
ける中枠４１の右端自由端側の縦枠と兼用して中枠４１に取り付けられる。つまり、中枠
４１の右側の縦枠と兼用して中枠４１に取り付けられた基枠体１は、シリンダ錠７の先端
を正面側に突き出し、鉤部１１，１２を本体枠４０側に向けた状態で装着される。一方、
本体枠４０の右側壁部の内側における上記鉤部１１，１２に対応した上下位置に、受け部
４３が固定され、この受け部４３に鉤部１１，１２が係止される。
【００３７】
　一方、中枠４１の前面にガラス枠（遊技盤を覆う透明板を装着した前扉）４２が開閉可
能に取り付けられる。そのガラス枠４２の右端自由端側の内側に、ガラス枠施錠杆２０の
鉤部２１、２２、２３が係止される係止部４４が、各々対応した箇所に設けられる。
【００３８】
　上記構成の施錠装置は、図１１に示すように、パチンコ機の中枠４１の右端自由端側の
縦枠を兼ねて固定されて使用されるが、施錠機構の要となる中枠施錠杆１０、ガラス枠施
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錠杆２０は基枠体１の内側つまり平面Ｉ字状部３の内側面３ａに装着され、外側に対して
基枠体１の平面Ｉ字状部３などが壁となる。このため、施錠した状態で、本体枠４０と中
枠４１の右端自由端側の隙間、或いは中枠４１とガラス枠４２の右端自由端側の隙間から
、不正解錠を狙って針金などの不正器具を差し込まれたとしても、基枠体１の平面Ｉ字状
部３などが壁となって、不正器具が施錠機構の要となる中枠施錠杆１０、ガラス枠施錠杆
２０などに到達せず、不正解錠を防止することができる。
【００３９】
　また、本施錠装置では、この種の施錠装置の基枠体として従来使用された中空の空間部
を設けた引き抜き材のフレームではなく、帯状の金属板をプレス加工して、平面コ字状部
２、平面Ｉ字状部３、平面Ｌ字状部４を形成した基枠体１を使用するため、充分な曲げ強
度を有した基枠体１を低い製造コストで製造することができ、施錠装置全体の製造コスト
も低減することができる。
【００４０】
　さらに、施錠機構である中枠施錠杆１０、ガラス枠施錠杆２０などは、基枠体１の平面
Ｉ字状部３の内側面３ａの内側に配設され、その位置は基枠体１の後部の平面Ｌ字状部４
の内側に入ることから、施錠装置全体としては、正面視で薄形に構成することができ、中
枠４１内の空間スペースを機器の収納用に広く使用することができる。
【００４１】
　この施錠装置は、中枠４１の解錠状態において、図２、図１５に示すように、中枠施錠
杆１０が下降位置にあり、解錠保持部材３２の係止部３２ａが中枠施錠杆１０の下部の係
止部１７に係止されることにより、中枠施錠杆１０はその位置（解錠位置）に保持されて
いる。このとき、ばね部材１９は中枠施錠杆１０を施錠方向（上方向）に付勢している。
【００４２】
　この状態で、パチンコ機の中枠４１を本体枠４０に対し閉じると、図１４に示すように
、本体枠４０側の受け部４３が施錠装置の解錠保持部材３２の押圧部３２ｂに当って、押
圧部３２ｂが相対的に押され、図１４の反時計方向に解錠保持部材３２が回動して、係止
部３２ａによる係止が解除される。このとき、中枠施錠杆１０はばね部材１９の付勢力に
より上昇し、図１１、図１４のように鉤部１１，１２が本体枠４０側の受け部４３に係止
されて施錠状態となる。
【００４３】
　同時に、図１４に示すように、本体枠４０側の当て部４５がロック部材３０の上端の押
圧部３０ｂに当たって、押圧部３０ｂが相対的に押され、ロック部材３０が図１４の時計
方向に回動し、これにより、ロック部材３０の下端の係止部３０ａが、図１４のようにロ
ック解除部材３１の係止部３１ｂに係止される。これにより、中枠施錠杆１０はロック部
材３０及びロック解除部材３１を介してロックされ、シリンダ錠７による解錠操作を除き
、解錠方向に摺動することができず、針金などの不正器具による不正解錠が阻止される。
【００４４】
　中枠４１を解錠する場合、シリンダ錠７に挿入したキーを右に回す。これにより、カム
部材８が図４の反時計方向に回動し、カム部材８の第１係合部８ａが中枠施錠杆１０の係
合部１３に係合して中枠施錠杆１０を下方に押し下げる。このとき、中枠施錠杆１０はば
ね部材１９の付勢力に抗して下方に摺動し、その鉤部１１，１２が下降して、本体枠４０
側の受け部４３から離れ、解錠される。
【００４５】
　この解錠時、解錠保持部材３２は、その押圧部３２ｂが本体枠４０側の受け部４３から
離れるため、図１５の時計方向にガイドピン２９を軸に回動し、その下端の係止部３２ａ
が中枠施錠杆１０の下端の係止部１７に係止される。これにより、中枠施錠杆１０は解錠
保持部材３２によって解錠位置に保持されることとなる。
【００４６】
　一方、ガラス枠４２を中枠４０に対し閉じると、ガラス枠４２の内側に設けた係止部４
４がガラス枠施錠杆２０の３箇所の鉤部２１，２２，２３に当り、ガラス枠施錠杆２０が
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一旦上昇した後下降して鉤部２１，２２，２３が各係止部４４に係止され、図１１のよう
に、施錠状態となる。
【００４７】
　ガラス枠４２を解錠する場合は、図１３に示すように、キーをシリンダ錠７に差し込み
、左に回すと、カム部材８が図４の時計方向に回動し、カム部材８の第２係合部８ｂがガ
ラス枠施錠杆２０の係合部２４（図６）に係合して、これを上昇させる。これにより、ガ
ラス枠施錠杆２０の各鉤部２１，２２，２３が上昇し、ガラス枠４２側の係止部４４との
係合が外れ、ガラス枠４２が解錠状態となる。
【００４８】
　このように、ガラス枠４２を中枠４１に対し良好に施錠・解錠を行うことができると共
に、中枠４１を本体枠４０に対し良好に施錠・解錠することができ、中枠４１の施錠状態
においては、ロック部材３０とロック解除部材３１の作用により、中枠施錠杆１０の解錠
側への摺動をロックして、針金などによる不正解錠を防止する。
【００４９】
　さらに、中枠４１の解錠操作時、中枠施錠杆１０は解錠保持部材３２により解錠位置に
保持されが、中枠４１を閉じると、本体枠４０側の受け部４３が解錠保持部材３２の押圧
部３２ｂに当り、解錠保持部材３２を回動させて、その係止部３２ａと係止部１７の係止
を解除させ、中枠施錠杆１０をばね部材１９の付勢力により上昇させて施錠状態となるの
で、施錠と解錠を円滑に行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００５０】
【図１】本発明の一実施形態を示す施錠装置の正面図である。
【図２】その左側面図である。
【図３】その右側面図である。
【図４】その背面図である。
【図５】その拡大平面図である。
【図６】施錠装置の分解左側面図である。
【図７】施錠装置の分解正面図である。
【図８】施錠装置の分解背面図である。
【図９】基枠体の正面図（ａ）、右側面図（ｂ）、背面図（ｃ）である。
【図１０】基枠体の拡大平面図である。
【図１１】パチンコ機に施錠装置を取り付けた状態の平面図である。
【図１２】中枠を施錠した状態を示す施錠装置の左側面図である。
【図１３】ガラス枠を解錠した状態の施錠装置の左側面図である。
【図１４】中枠を施錠した状態の部分拡大左側面図である。
【図１５】中枠を解錠した状態の部分拡大左側面図である。
【符号の説明】
【００５１】
　１　　　基枠体
　２　　　平面コ字状部
　３　　　平面Ｉ字状部
　３ａ　　内側面
　４　　　平面Ｌ字状部
　７　　　シリンダ錠
　８　　　カム部材
　１０　　中枠施錠杆
　１１　　鉤部
　１３　　係合部
　１７　　係止部
　１８　　ばね部材
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　１９　　ばね部材
　２０　　ガラス枠施錠杆
　２１　　鉤部
　２２　　鉤部
　２３　　鉤部
　２４　　係合部
　３０　　ロック部材
　３１　　ロック解除部材
　３２　　解錠保持部材
　４０　　本体枠
　４１　　中枠
　４２　　ガラス枠
　４３　　受け部
　４４　　係止部

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】



(14) JP 2010-35918 A 2010.2.18

フロントページの続き

(72)発明者  中村　常男
            愛知県春日井市明知町字頓明１４２３番地２２　中東産業株式会社内
(72)発明者  中村　白
            愛知県春日井市明知町字頓明１４２３番地２２　中東産業株式会社内
Ｆターム(参考) 2C088 BC42 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

